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神戸市教育委員会 学校法務専門官（弁護士） 

採用選考案内（特定任期付職員） 

● 採用予定日 ： 令和８年４月１日(水) 

● 受 付 期 間 ： 令和７年 10 月 14 日(火)～11 月 28 日(金)【消印有効】 
 

 

１ 募集内容                              

職種
 

募集 

人数 

職務内容
 任用期間 勤務場所

 

弁 護 士 １名 

①神戸市立学校園等における法務に関する指導・

助言、それらに付随する業務 

②神戸市立学校園等における保護者対応・法的支

援等、それらに付随する業務 

③教育委員会所属職員に対するコンプライアンス、

労務管理、危機管理等に関する指導・助言、研

修等の実施 

④重大事案・事故等発生時における学校園に対す

る指導・支援 

⑤内部通報等に基づく神戸市立学校園等への訪

問調査 

⑥その他教育委員会におけるコンプライアンス向上

に資する業務 

令和９年３月 31 日まで 
（最長で令和 13 年３月 31

日まで） 
教育委員会事務局 

※継続希望でかつ勤務状況が良好な場合は、翌年度以降も任用期間を１年毎に更新することができます（最長で令和 13 年３

月 31 日まで）。 

※選考の結果、適任の方がいない場合は、採用を見合わせることがあります。 

 

２ 受験資格                              

（１） 司法修習生の修習を終えており、かつ弁護士名簿に登録されている者 

（２） 原則として、３年以上の弁護士実務経験を有する者 

（３） 次のいずれにも該当しない人。なお、学歴は問いません。 

・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人 

・神戸市において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない人 

・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その 

他の団体を結成し、又はこれに加入した人 

・人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、地方公務員法第 60 条から第 63条までに規定する罪を犯し刑に処せられ 

た者 

  ・平成 11 年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている人（心身耗弱を原因とする人以外） 
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３ 合格から採用まで                                  

（１） 採用は原則として、令和８年４月１日以降の予定です。採用時期は合格者と相談の上、決定します。 

（２） 合格後、採用までの間に、卒業・修了証明書や職歴証明書等の提出が必要となります。 

（３） 受験資格がないこと又は採用選考申込書記載事項が正しくないことが判明した場合には、合格を取り消すことがあります。 

（４） 傷病等により職務に支障があると認められる場合には、採用予定日が延期されることがあります。 

（５） 現在行っている弁護士業務については、停止していただく必要があります。 

（６） 本公募は令和８年度神戸市一般会計予算の成立を前提に行います。予算が成立しない場合には、この募集に基づく採用

を行わないことがあります。 

 

４ 選考方法                           

実 施 日 時 
令和７年 12 月中旬 

※実施日時・場所等の詳細については、受験者に通知します。 

選 考 内 容 個別面接を行い、適性を総合的に審査し、合格者を決定します。 

合 格 発 表 選考の結果は、合否に関わらず、令和８年１月上旬に郵送により通知します。  

 

５ 給与等                                         
（１）給与  

年 収 等 

（例） ①実務経験３年で年収約 850 万円 

②実務経験５年で年収約 960 万円 

③実務経験 10 年で年収約 1,080 万円 

※参考年収には、地域手当、期末・勤勉手当（年間 4.60 月分）及び退職手当（任期満了時に支給）

の１年間相当分（①の場合約 37 万円、②の場合約 41 万円、③の場合約 46 万円）を含んでいま

す。なお、支給金額は条例等に基づき算出されるため、実際の金額と異なる場合があります。 

ただし、年度途中採用の場合は、上記の年収額の満額の支給とはなりません。 

※上記のほか通勤手当が支給されます。 

※弁護士会費は自己負担となります。 

諸 手 当 
地域手当、期末・勤勉手当、通勤手当等が支給されます。 

※特定任期付職員は、時間外勤務手当等は支給対象外となります。 

 

（２）勤務時間・休日等  

勤 務 時 間 午前８時 45 分から午後５時 30 分まで 

休 日 土曜日、日曜日、祝日、年末年始（12 月 29 日から１月３日まで） 

休 暇 年次有給休暇、夏季特別休暇、結婚休暇、産前産後休暇、介護休暇、忌服休暇等 

社 会 保 険 等 厚生年金、健康保険等 

条 件 付 

採 用 期 間 
６か月 

※条件付採用期間について 

採用後、６か月間は条件付採用となっており、この期間に職務を良好な成績で遂行したときに、初めて正式採用となります。  
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６ 申込手続                                   

提 出 書 類 選考申込書兼職務経歴書 

申 込 期 間 
令和７年 10 月 14 日（火）から 11 月 28 日（金）まで 

ただし、郵送による場合、令和７年 11 月 28 日（金）までの消印があるものが有効。 

申 込 方 法 

①メールによる場合 

  提出書類を下記メールアドレスにお送りください。 

 ※受領後３営業日以内に受付完了のメールをお送りしますので、メールが届かない場合は、 

「送付・持参先」の電話番号へご連絡ください。 

②郵送による場合 

提出書類を下記へ郵送してください。 

角型２号（Ａ４）の封筒に必要書類を折り曲げずに入れてください。 

※郵送方法は指定しませんが、簡易書留等の方法が確実です。 

③持参による場合 

上記申込期間のみ受付します。 

※持参受付時間は午前９時から午後５時までです。 

送 付 ・ 持 参 先 

〒650-0044 

神戸市中央区東川崎町１－３－３ 神戸ハーバーランドセンタービル ハーバーセンター４階 

神戸市教育委員会事務局 監理室 

電話：078-984-0194 

Email：edu-kanri-saiyo@city.kobe.lg.jp 

注 意 事 項 等 

①提出書類に不備がある場合には返送することがありますが、返送に伴う申込の遅延については申込者

の責任となります。 

②提出書類は返却できません。なお、選考実施に関して収集した個人情報は、本選考の円滑な遂行のた

めにのみ用い、個人情報の保護に関する法律に基づき適正に管理します。 

③受験票は、送付しません。実施日時・場所等の詳細は別途通知します。 

④選考結果及び理由についてのお問い合わせにはお答えできません。  

 

Ｑ＆Ａ                                           
Ｑ．今勤めている会社に私が受験することを伝えていないのですが、神戸市は秘密を守ってくれますか。 

Ａ．神戸市は、選考申込書記載の連絡先以外に連絡することはありません。また、外部からの問い合わせに対し、応募の有無も

含め個人情報についてお答えすることはありません。ただし、合格者については、採用までに職歴証明書を提出いただくな

ど、職務経歴について確認させていただきます。 

Ｑ．以前に勤めていた会社が倒産して職歴証明書が提出できない場合はどうなりますか。 

Ａ．職歴証明書に代わる書類として雇用保険受給資格証明書等何らかの証明書類を提出していただきます。 

 

採用までのスケジュール                                           

選考申込書兼職務経歴書配布開始 令和７年 10 月 14 日（火） 

選考申込書兼職務経歴書受付       令和７年 10 月 14 日（火）から 11 月 28 日（金）まで【消印有効】 

選考 令和７年 12 月中旬 

合格発表 令和８年１月上旬 

採用 令和８年４月１日（水）以降 

 

 

 

＜問い合わせ先＞ 

神戸市教育委員会事務局監理室 

TEL  078-984-0194 （直通） 
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